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資料１

所　属　・　役　職　等 備　考

1 横浜市ＰＴＡ連絡協議会　副会長 青柳 寛子
あ お や ぎ ひ ろ こ

2 文教大学人間科学部　准教授 ○ 青山
あおやま

　鉄兵
てっぺい

3 千葉敬愛短期大学　学長 ◎ 明石
あ か し

　要一
よ う いち

4 市民委員 池田
いけだ

　浩久
ひろひさ

5 横浜市青少年指導員連絡協議会　委員 辺見
へんみ

　伸一
しんいち

6
横浜市民生委員児童委員協議会
栄区主任児童委員連絡会  代表 宮崎

みやざき

　良子
り ょ う こ

7 横浜市小学校長会　副会長 角井
つ の い

　治朗
じ ろ う 臨時委員

(☆)

8 横浜市子ども会連絡協議会　会長 松本　豊
まつもと ゆたか

臨時委員

9 横浜障害児を守る連絡協議会　副会長 宮永
みやなが

　千恵子
ち え こ

臨時委員

※任期は令和４年10月31日まで
☆は新任委員

横浜市子ども・子育て会議　放課後部会 委員名簿

委　　員

◎：部会長　　○：職務代理者
【敬称略　50音順（委員及び臨時委員ごと）】

平成27年４月現在



資料２

所 属 氏 名

☆は新任

放課後児童育成課長

青少年部長

放課後児童育成課担当係長

永 松 弘 至 ( ☆ ）

生 野 元 康

金 原 宗 武 ( ☆ ）

唐 澤 英 和

山 田 英 二 ( ☆ ）

田 口 香 苗

横浜市子ども・子育て会議　放課後部会　事務局名簿

南 雲 純 子放課後児童育成課担当係長

放課後児童育成課担当係長

放課後児童育成課担当係長

遠 藤 寛 子

こども青少年局

企画調整課長

企画調整課担当係長



（平成 27 年４月１日施行版） 
横浜市子ども・子育て会議条例 

(設置) 

第１条 子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号。以下「支援法」という。)第 77 条

第１項、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成 18 年法律第 77 号。以下「認定こども園法」という。）第 25 条等の規定に基づき、横

浜市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 子育て会議は、次に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 支援法第 77 条第１項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 認定こども園法第 17 条第３項、第 21 条第２項及び第 22 条第２項並びに横浜市幼保

連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例（平成 26

年９月横浜市条例第 46 号）第４条の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議

すること。

(3) その他支援法第６条第１項に規定する子ども等に係る施策に関し市長が必要と認め

る事項を調査審議すること。

２ 支援法第 61 条第１項の規定に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画は、次世代育

成支援対策推進法（平成 15 年法律第 120 号）第８条第１項の規定に基づく市町村行動計

画と一体のものとして策定し、及び評価するため、子育て会議は、当該市町村行動計画

の策定及び当該市町村行動計画の実施状況に係る評価についての調査審議を併せて行う

ものとする。 

(組織) 

第３条 子育て会議は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、支援法第 7 条第１項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。 

(委員の任期) 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

(臨時委員) 

第５条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるとき

は、臨時委員若干人を置くことができる。 

２ 臨時委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命する。 

３ 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。 

(委員長及び副委員長) 

第６条 子育て会議に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

(会議) 

第７条 子育て会議の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が選出さ

れていないときは、市長が行う。 

２ 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 
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（平成 27 年４月１日施行版） 

３ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員

長の決するところによる。 

(部会) 

第８条 子育て会議に、部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名する委員又は臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長を置き、委員長が指名する。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、委員長の指名する部会の委員

が、その職務を代理する。 

５ 第６条第３項の規定は部会長の職務について、前条(第１項ただし書を除く。)の規定

は部会の会議について、それぞれ準用する。この場合において、第６条第３項並びに前

条第１項本文及び第３項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第６条第３項及び前条

中「子育て会議」とあるのは「部会」と、同条第２項及び第３項中「委員」とあるのは

「部会の委員」と読み替えるものとする。 

(関係者の出席等) 

第９条 委員長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があると認める

ときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資

料の提出を求めることができる。 

(庶務) 

第 10 条 子育て会議の庶務は、こども青少年局において処理する。 

(委任) 

第 11 条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が

子育て会議に諮って定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ 第３条第２項の規定により平成 27 年４月１日に任命される委員の任期は、第４条第１

項本文の規定にかかわらず、同日から平成 28 年 10 月 31 日までとする。 

附 則（平成 26 年９月条例第 59 号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律（平成24年法律第66号）の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行す

る。

（準備行為）

２ 横浜市子ども・子育て会議条例第１条に規定する子育て会議は、この条例の施行の日前においても、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律による改正

後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）

第17条第３項の規定によりその権限に属させられる事項について、この条例による改正後の横浜市子ど

も・子育て会議条例の規定の例により、調査審議することができる。

附 則（平成 27 年２月条例第 12 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）の施行の日から施行する。ただし、附則

を附則第１項とし、同項に見出しを付し、附則に１項を加える改正規定は、平成 27年４月１日から施行す

る。 

http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021734001.html#j6_k3
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021734001.html#j6_k3


横浜市子ども・子育て会議運営要綱 

制定 平成 27 年３月５日 こ企第1019号（局長決裁） 
最近改正 平成 30 年８月１日 こ企第1 4 2号（局長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市子ども・子育て会議条例（平成 25 年３月横浜市条例第

18号。以下「条例」という。）に基づき設置される、横浜市子ども・子育て会議（以

下「子育て会議」という。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものと

する。 

 （部会） 

第２条 子育て会議は、条例第８条に基づき次の左欄に掲げる部会を置き、右欄に掲

げる事項を調査審議する。 

部会の名称 調査審議事項 

子育て部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

保育・教育部

会 

１ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の確認及び利用定員

の設定に関すること（条例第２条第１項第１号関係） 

３ 幼保連携型認定こども園の認可等に関すること（条例第２条第１

項第２号関係） 

４ 幼保連携型認定こども園の整備費補助対象の審査に関すること

（条例第２条第１項第３号関係） 

５ 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関するこ

と（条例第２条第１項第３号関係） 

６ 幼稚園・認定こども園預かり保育事業の認定先の審査に関するこ

と（条例第２条第１項第３号関係） 

７ 幼稚園２歳児受入れ推進事業実施園の審査に関すること（条例第

２条第１項第３号関係） 

８ 子ども・子育て支援法に係る支給認定、利用者負担額等に関する

こと（条例第２条第１項第３号関係） 

放課後部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

青少年部会 １ 横浜市子ども・子育て支援事業計画の調査審議に関すること（条

例第２条第１項第１号及び第２条第２項関係） 

２ 部会は、必要に応じ部会長が招集する。 

３ 保育・教育部会における次の事項の決定は、子育て会議の決定とみなす。ただし、

次回の子育て会議に報告しなければならない。 

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること（条

例第２条第１項第１号関係）

(2) 幼保連携型認定こども園の認可等に関すること（条例第２条第１項第２号関係）

(3) 幼保連携型認定こども園の整備費補助対象の審査に関すること（条例第２条第１

資料４
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項第３号関係） 

(4) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に関すること（条例第２条第

１項第３号関係）

(5) 幼稚園・認定こども園預かり保育事業の認定先の審査に関すること（条例第２条

第１項第３号関係）

(6) 幼稚園２歳児受け入れ推進事業実施園の審査に関すること（条例第２条第１項第

３号関係）

（委員長又は部会長の専決事項） 

第３条 委員長は、軽易又は急施を要する事項で、子育て会議を招集する暇がないと

きは、これを専決できる。ただし、次の子育て会議に報告しなければならない。 

２ 第１項の規定は、第２条第３項について、部会長に準用する。この場合において、

第１項中「委員長」とあるのは「部会長」と、第１項中「子育て会議」とあるのは

「部会の会議」と読み替えるものとする。 

（会議の公開） 

第４条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年２月横浜市条例第１

号）第31条の規定により、子育て会議（部会の会議を含む。）については、一般に

公開するものとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開

とすることができる。 

（意見の聴取等） 

第５条 委員長は、子育て会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を

求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることが

できる。 

２ 第１項の規定は、部会長に準用する。この場合において、第１項中「委員長」と

あるのは「部会長」と、第１項中「子育て会議」とあるのは「部会の会議」と読み

替えるものとする。 

（守秘義務） 

第６条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その身分

を失った後も同様とする。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、運営に必要な事項は、委員長が子育て会議に

諮って定める。 

  附 則 

この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

附 則

この要綱は、平成 28 年 11 月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成 30 年８月１日から施行する。  



令和３年度 第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について 

 

１ 子ども・子育て会議における点検・評価の実施について 

第２期横浜市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：令和２～６年度）を着実に推進していく

ため、子ども・子育て会議において、各施策・主な事業等の実施状況について、毎年度、点検・評

価を行います。 
 

２ 点検・評価の実施方法 

点検・評価にあたっては、実績数値の評価に加えて、数値だけでは把握できない部分につい

て、施策を推進する過程の評価や必要に応じて市民ニーズの把握等を行うこととし、次の視点

から点検・評価を行います。 

（１）進捗状況及び有効性に関する段階評価 

  ○進捗状況：各施策における指標、主な事業・取組について、目標値・想定事業量に対する

進捗状況を４段階で評価します。 

        ※コロナ禍による事業の中止・縮小などの状況等を踏まえて総合的に評価 

A：計画以上に進んでいる。    B：計画どおりに進んでいる。 

C：計画より若干遅れている。   D：計画より大幅に遅れている。 

  ○有効性：各施策の主な事業・取組について、利用者、実施事業者からの意見・評価を踏ま

え、当該事業・取組が市民生活等の向上にどの程度貢献したかを４段階で評価

します。 

        ※有効性の評価にあたり、利用者や実施事業者へアンケートやヒアリング等を

行っています。 

A：市民生活等を向上させることができ、利用者、実施事業者からの評価も高い。 

B：市民生活等を向上させることができた。 

C：市民生活等を向上させることができたとは言えない。 

D：市民生活等を向上させることができず、利用者、実施事業者からの評価も低い。 

（２）今後の展開の評価 

○施策ごとに計画推進に向けた課題や、新たな行政課題への対応を検討し、これらを踏まえ、

主な事業・取組の今後の展開（推進、見直し、休止・廃止）を評価します。 

 

３ 点検・評価の今後の予定 

  各部会において、所掌する各施策・主な事業等に関する点検・評価を行います。また、総会に

おいてとりまとめを行った後、本市ホームページ等で結果を公表します。 

各部会 所掌する基本施策 

子育て部会 基本施策１及び４の一部、基本施策５～９ 

保育・教育部会 基本施策１及び４の一部 

放課後部会 基本施策２の一部 

青少年部会 基本施策２の一部及び３ 
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【参考】各部会の掌握事業 

※１ 病児保育          ※２ 保育・教育全般 
※３ 放課後施策、プレイパーク  ※４ 放課後施策、プレイパーク除く 
※５ 障害児施策全般       ※６ 障害児保育・教育 

 

第５章 保育・教育及び地域子ども・子育て支援事業に関する 

                       量の見込み・確保方策 
子育て 
部会 

保育・教育 
部会 

放課後 
部会 

青少年 
部会 

保育・教育に関する施設・事業   ○     

妊婦に対して健康診査を実施する事業 〇    

乳児家庭全戸訪問事業 ○       

子育て短期支援事業 ○       

養育支援訪問事業 及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護

児童等に対する支援に資する事業 
○       

病児保育事業 ○       

利用者支援に関する事業   ○※１   ○※２     

時間外保育事業   ○     

放課後児童健全育成事業     ○   

地域子育て支援拠点事業 ○       

一時預かり事業、子育て援助活動支援事業   ○※３   ○※４     

※１ 全体調整＋地域子育て支援拠点          ※２ 保育・教育コンシェルジュ 
※３ 乳幼児一時預かり、子育てサポートシステム等   ※４ 一時保育、幼稚園預かり保育等 
 

第４章 施策体系と事業・取組 子育て 
部会 

保育・教育 
部会 

放課後 
部会 

青少年 
部会 

基本施策１ 乳幼児期の保育·教育の充実と学齢期までの切れ目のない支援   ○※１    ○※２     

基本施策２ 学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進        ○※３    ○※４ 

基本施策３ 若者の自立支援施策の充実       ○ 

基本施策４ 障害児への支援の充実    ○※５    ○※６     

基本施策５ 生まれる前から乳幼児期までの一貫した支援の充実 ○       

基本施策６ 地域における子育て支援の充実 ○       

基本施策７ 
ひとり親家庭の自立支援／配偶者等からの暴力（ＤＶ）への

対応と未然防止 
○       

基本施策８ 児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実 ○       

基本施策９ 
ワーク・ライフ・バランスと子ども・青少年を大切にする地

域づくりの推進 
○       



計画策定時
（平成30年度）

R６年度 R３年度

1 2 76%
100%

【毎年度】
- 93.9% 97.1% B B 放課後児童育成課

計画策定時
（平成30年度）

R６年度
Ｒ３年度

※確保方策に☆

1 2 放課後児童育成事業

放課後キッズクラブ・放課後
児童クラブ等の登録児童数
（※はまっ子ふれあいスクー
ルの登録児童数を含む）

99,375人
【平成31年4月】

100,000人 -
72，112人

【R2年4月時点】
61,739人

【R3年４月時点】 B B 9,381,053千円 A

キッズクラブの利用区分の見直しについては、保護者アン
ケートにおいて、「選択肢が増えてよい」等の肯定的な意見
（40.3％）が、「使いづらくなった」（7.2％）という意見を上回って
います。また、「活動内容等の満足度」として、全体の90.4％が
「満足」「やや満足」と回答しています。
　
児童クラブでは、課題となっている運営に携わる保護者等の
負担軽減に取り組むことができるよう事務手続きを見直し、４
年度の補助金交付申請では提出書類を大幅に削減しました。
これにより「補助金の手続きがだいぶ楽になった。」という声を
いただいています。

推進 放課後児童育成課

4 2 プレイパーク支援事業 プレイパーク活動支援回数 1,265回／年 1,265回／年 - 972回／年 1,149回/年 C B 32,594千円 B

利用者からは「プレイパークにスタッフがいることで、「見守っ
てもらっている、承認されている」と感じることができ、子どもの
言動に対して周囲に気を使ったり委縮することなく、親も安心
して楽しめる」との声があり、貴重な遊びの場及び地域交流の
場となっています。
事業者からは、プレイパークの運営に携わる担い手不足や、
運営に係る自己資金の確保が課題であるとの意見がありまし
た。

推進 放課後児童育成課

放課後児童健全育成事業の質の向上を図るため、運営主体
や保護者等を対象として実施したアンケートや、有識者や事業
に従事する関係者の皆さまとの懇談会の内容を踏まえて、質
の向上に向けた取り組みの方向性をまとめました。また、職員
のスキルアップを図るための人材育成研修では、新たにオンラ
インやオンデマンド形式の研修を実施しました。

放課後キッズクラブについては、質の向上の取組の一環とし
て、短時間の預かりのニーズに対応した区分の創設等の見直
しを行い、子どもたちに安全・安心な居場所を提供しました。
なお、見直しを行った結果、留守家庭児童を対象とした「すくす
く【区分２】」の利用者数が増加した一方で、コロナ禍で利用制
限をしている「わくわく【区分１】」については、利用登録者が減
少しました。

市内25か所において、延べ1,149回の活動支援を行いました。
なお、コロナ禍においても、感染予防に十分に配慮をしなが
ら、運営を継続し、前年度（972回）より増加している。

R３年度の取組 R３年度予算額
（千円）

№
施
策

確保
方策 事業・取組名 想定事業量 R２年度実績

（R３年３月末時点）
R３年度実績

（R４年３月末時点）

＜主な事業・取組＞

R２年度
進捗状況

R３年度
進捗状況

有効性 利用者・実施事業者の意見・評価 今後の展開 所管課

№
施
策 指標 R２年度実績

（R３年３月末時点）
所管課R３年度実績

（R４年３月末時点）
R２年度
進捗状況

R３年度
進捗状況

＜指標＞

横浜市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価案

【基本施策２】学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進

放課後児童育成事業人材育成研修を受講した事業所の割合

■これまでの主な取組

○放課後キッズクラブでは、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、「遊びの場」としての利用区分である「わくわく【区分１】について、利用日数や時間を制限するなど事業実施に影響がありましたが、子どもたちにとって必要な「遊びの場」を可能な限り維持するとともに、学校とも協力しながら活動場所の拡充に取り組み

ました。

〇放課後児童健全育成事業の質の向上を図るため、運営主体や保護者等を対象として実施したアンケートや、有識者や事業関係者との懇談会の内容を踏まえ、取り組みの方向性をまとめました。放課後キッズクラブについては、質の向上の取組の一環として、短時間の預かりのニーズに対応した区分の創設等の見直しを

行い、子どもたちに安全・安心な居場所を提供しました。

■取組による成果

○放課後児童育成事業の推進により、全ての子どもたちを対象に豊かな放課後を過ごせる場所と機会を充実させました。

■今後の取組の方向性（計画推進に向けた課題、新たな行政課題への対応など）

○放課後キッズクラブ事業では、保護者からのニーズが高い「長期休業日の朝の開所時間の拡大」として、令和４年度より土曜日を除く学校休業日の開所時間を午前8時30分から午前8時に前倒します。あわせて、夏季休業中に支援単位が増えるクラブへの加算等に取り組みます。また、放課後児童クラブ事業では、夜間や

学校休業日の朝の時間帯に基準時間より長い時間開所するクラブに対して補助を加算します。子どもたちにとって、より安全で豊かな放課後の居場所になるよう、両事業において職員の事務負担の軽減や人材確保・育成への支援等を図ることで質の維持向上に取り組みます。

○引き続き、プレイパークを支援することで、より豊かな遊びの環境づくりを推進し、地域とともに子ども・青少年の健全育成を図っていきます。
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